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Ⅰ　第１期及び第２期（令和６年度まで）松江市教職員の働き方改革プランの取組か

ら見えてきたこと 

１　検証結果の概要　 

　（１）時間外在校等時間と年次有給休暇取得状況 

令和4年度には月あたりの時間外在校等時間の平均が45時間を下回る43.4時間となり、また年

間合計時間も令和元年度との比較で14.2%の縮減がなされるなど、時間外在校等時間は減少傾向に

ある。 

コロナウイルス感染症が5類に移行し、学校行事等が再開した令和5年度以降においても、同様

の傾向が継続しており、これまで推進してきた教職員の意識改革や、個々の具体的な取組に、一定

の成果が得られた。なかでも特に効果のあった、音声ガイダンス対応電話の導入や、ICTを活用し

た校務のデジタル化等については、さらに取組を推進していく必要がある。 

しかしながら、令和6年度における時間外在校等時間の年間平均合計時間は499.7時間と依然高

い水準のままであり、上限目標の月平均45時間を上回った教職員は42.7%に至った。 

また、年次有給休暇については、令和6年度平均取得日数11.2日、10日以上取得した教職員の

割合は58.0％にとどまり、目標には大きな隔たりがある。 

特にこの傾向は、児童生徒数の多い大規模校や、小・中・義務教育学校ともに教頭、主幹教諭、

さらに、部活動を担当する中・義務教育学校の教職員に顕著に見られる傾向であり、さらなる負担

軽減に向けて重点的な対応が必要である。 

 

【小・中・義務教育学校】 

＜教職員の月あたりの時間外在校等時間の平均と年間合計時間＞　 

 

＜年次有給休暇を年間10日以上取得した教職員（講師等は除く）の割合＞　　　※（　）内は平均取得日数 

　 

＜月あたりの時間外在校等時間の時間別分布＞ 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 月 
平均

50.7時間 50.5時間 43.6時間 45.6時間 43.4時間 42.5時間 41.6時間

 年間

計
ﾃﾞｰﾀ無 606.1時間 523.7時間 546.9時間 520.3 時間 510.1時間 499.7時間

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 54.7％ 

（ﾃﾞｰﾀ無）

41.2％ 

（ﾃﾞｰﾀ無）

30.8％ 

（7.8日）

56.1％ 

（10.4日）

58.4％ 

（11.7日）

63.0％ 

（12.1日）

58.0％ 

（11.2日）

 
時間外在校等時間

割合

 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 15時間未満 14.5% 13.9％ 15.8％

 15時間以上30時間未満 17.8% 18.1％ 17.6％

 30時間以上45時間未満 22.4% 24.7％ 24.0％

 45時間以上60時間未満 20.7% 20.7％ 20.7％

 60時間以上80時間未満 16.5% 15.3％ 15.0％

 80時間以上100時間未満 5.7% 5.2％ 5.1％

 100時間以上 2.4% 2.1％ 1.9％
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【参考：皆美が丘女子高等学校】　　※毎年度4～2月 

＜教職員の月あたりの時間外在校等時間　　　　　　　＜年次有給休暇を年間10日以上取得した 

の平均と年間合計時間＞　　　　　　　　　　　　　　教職員（講師等含む）の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

（２）労働安全衛生の視点 

働き方と関連する松江市立学校ストレスチェックの近年の結果（令和6年度前期）から、上司や

同僚からの支援が得られやすい職場環境である一方で、仕事量が多いという心理的な負担（量的負

担）を感じている教職員の指数が9.7ポイントで、全国の教職員の指数（9.2ポイント）より高い

傾向である。 

同様に、島根県教育委員会が実施しているワーク・ライフ・バランスに係る意識調査によると、

ワーク・ライフ・バランスが「取れている」又は「どちらかというと取れている」と回答した令和

6年度教職員の割合は、県平均が小学校63.3％、中学校55.9％であるのに対し、松江市は小学校

64.3％、中学校40.8％と、小学校では県平均を上回ったが、ともに低い傾向であった。 

これらの教職員の意識に関する面も、働き方改革を進めるうえで重要であると、総合教育会議等

においても指摘されている。 

 

 ＜心理的な量的負担の指標の比較＞　（令和6年度前期ストレスチェックから） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　数値が高い方が良好な状態　　 100を全国平均とし、 

数値が低い方が良好な状態 

 

　＜ワーク・ライフ・バランスの肯定的回答「取れている・どちらかというと取れている」の割合＞ 

　　（教職員のワーク・ライフ・バランスに関する意識調査から　※抽出調査） 

 
　

人数 
（人）

男性 
（人）

女性 
（人）

量的 
負担

裁量度
上司 
支援

同僚 
支援

健康リスク

 量-裁量 職場支援 総合

  
全国平均 - - - 7.9 7.2 6.6 8.2 100 100 100

 
 公立学校共済組合 

（令和5年度 
結果平均値）

- - - 9.2 8.1 8.3 8.8 101 79.8 80.6
 
 松江市立学校 

（令和6年度 
前期結果）

943 424 519 9.7 8.0 8.6 8.9 104.6 76.6 80.2  

 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 小 51.0％ 51.8％ 64.3％

 中 36.4％ 40.8％ 40.8％

 合計 44.1％ 46.7％ 53.3％

 令和5年度 令和6年度

 43.2％ 

（8.8日）

30.6％ 

（8.2日）

※（　）内は平均取得日数

 令和5年度 令和6年度

 月 
平均

34.1時間 34.0時間

 年間

計
375.3時間 374.5時間
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（３）地域や家庭との連携 

地域や家庭の協力、積極的な情報の発信等による保護者理解の醸成が、取組の推進につながった

事例も学校現場より報告されており、地域や保護者との連携をはじめ、すべての市立小・中・義務

教育学校に導入されたコミュニティスクールの仕組みなどを今後さらに生かしていく必要がある。 

 

 

 

以上を踏まえ、教職員の時間外在校等時間については減少傾向にあるが、依然高い水準であり、

これまでの取組を踏まえ、引き続いて負担軽減に向けた働き方改革の取組が必要である。 

なお、学校現場における教職員不足が依然深刻な状況であり、それに伴う教職員の負担は増加し

ており、働き方改革を阻害する要因となっている。引き続き島根県教育委員会とともに、教職員の

適正配置についても、取組を進めていく必要がある。 

 

 

２　第２期松江市教職員の働き方改革プランの見直しの趣旨及び重点 

松江市教育委員会（以下「市教育委員会」という。）では、児童生徒と向き合う時間の確保と学

校教育の質の維持向上を目指していくため、教職員の多忙化を防止し、業務の負担軽減と教職員の

心身の健康を保持していくことが重要であると考える。そこで、引き続き島根県教育委員会ととも

に教職員の適正配置についての取組を継続するとともに、検証した結果に基づき、教職員の負担軽

減に向け令和6年3月に「第2期松江市教職員の働き方改革プラン」を策定した。 

また、本プランは令和8年度を最終年度としていたが、令和7年6月に改正された公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給特法」という。）に基づき、給特

法第8条の「業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置付けるとともに、内容の見直しを

行い、市立の全学校を対象とする。 

これらを受け、以下の点に重点を置き、取り組むこととする。 

 

（１）「第１期松江市教職員の働き方改革プラン」を継続し、特に音声ガイダンス対

応電話の全校への早期導入や、ＩＣＴの積極的な活用など、効果のあった学校全

体の業務支援に関わる取組をより推進する。 

（２）特に時間外在校等時間が多い傾向にある大規模校、教頭、部活動を担う教職員

等に対する業務支援に関わる取組を推進する。 

（３）地域や家庭等の理解と協力を得ながら推進していくことが重要であるため、学

校運営協議会等、地域や家庭、関係機関等への働きかけや情報発信を推進する。 

（４）教職員が明るく元気にこどもたちに向き合い、全てのこどもたちのより良い教

育を実現するため、教職員の心身の健康確保のための取組を促進する。
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Ⅱ　第２期松江市教職員の働き方改革プランの基本方針 

１　目的 

教職員の心身の健康を保持し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現ととも

に、学校教育の質の維持向上と活性化につなげるため、教職員の長時間労働の解消を目指す。あ

わせて、「働きやすさ」と「働きがい」を両立できる環境を整えることで、こどもたちへのよりよ

い教育の実現につなげることを目指す。 

 

２　取組期間 

令和6年度～令和11年度 

　　 

３　数値目標 

（１）時間外在校等時間 

　　　○ 全ての教職員が年間360時間以内 

　　　○ 全ての教職員が１か月45時間以内 

（２）年次有給休暇の取得日数 

　　　○ 全ての教職員が年10日以上の取得 

　（３）ストレスチェック 

〇 ストレスチェック受検率が全国平均以上 

〇 ストレスチェックにおける高ストレス者の割合が全国平均以下 

〇 ストレスチェックにおける健康リスク「仕事の量的負担・仕事の裁量度」の値が100以下、

「上司のサポート・同僚のサポート」の値が80以下 

※100を全国平均とし、数値が低い方が、ストレス、健康リスクが少なく良好な状態を示すもの 

 

４　取組の検証と改善  

本プランにおける取組の実施状況や数値目標の達成状況について、年に1度、職種等の違いも

踏まえ集計・分析し、検証する。また、総合教育会議に報告し、必要に応じて取組改善を図るほ

か、必要に応じて、プランの見直しを行う。 

なお、プランの見直しを行った際は、総合教育会議に報告するとともに、遅滞なくホームペー

ジへの掲載等により公表する。 

 

５　SDGsへの貢献 

　　　SDGsは、平成27年9月の国連サミットで採択された国際社会における2030年までの開発目標

であり、「誰一人取り残さない」持続可能な世界を実現するための17の目標で構成されている。 

　　　本プランに基づいた取組を推進することで、国際課題であるSDGs（持続可能な開発目標）の達

成に貢献する。 
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Ⅲ　第２期松江市教職員の働き方改革プランを推進するための具体的な取組 

 

１　業務量管理について 

松江市教育委員会は、文部科学省が示す「学校と教師の業務の３分類※以下、３分類」を踏まえ、「１　

地域や家庭等の理解と協力」、「２　学校全体の業務支援に関わる取組」、「３　その他の取組」につ

いて、取り組みを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：文部科学省「学校と教師の3分類」 

 

参考資料
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（１）地域や家庭等の理解と協力 ～主に【学校以外が担うべき業務】～ 

①学校運営協議会や関係機関への働きかけ（「３分類」１・２・４関係） 

□現状 

・各校の学校運営協議会の運営支援及び働き方改革についての協力と理解促進 

　　　　○今後の方針 

・交通指導や公民館活動等における教職員の参加の精選依頼 

 

②家庭や地域への周知や広報（「３分類」１・４関係） 

　　　　□現状 

・市教育委員会や各学校のHP等への「働き方改革プラン」や「共同メッセージ」等の掲載 

・松江市PTA連合会等を通じた取組等の周知 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・市教育委員会から保護者に直接広報できる体制の整備や広報媒体の拡充 

 

③音声ガイダンス対応電話の完全導入（「３分類」５関係） 

□現状 

・放課後は音声ガイダンス対応電話に切り替わり、電話応答の時間を削減 

・令和７年度までに全校導入と運用 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・電話受信時におけるメッセージ機能の拡充に向けた検討 

 

④法律相談の活用（「３分類」５関係） 

　　　　□現状 

　　　　　・法的な問題についての法務専門官等による、市教育委員会を通しての対応 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・学校から依頼を受けた際の迅速な対応の徹底 

 

 

（２）学校全体の業務支援に関わる取組 ～主に【教師以外が積極的に参画すべき業務】～ 

①提出物等の簡素化・効率化（「３分類」６関係） 

　　　　□現状 

・学校への各種調査・報告等の見直しや簡素化・効率化　 

・松江市会計年度任用職員の勤務報告依頼・様式を一本化し、業務を簡略化 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・Web回答等の電子媒体を用いた回答方法の拡大 

　　　　　・各課等の報告様式の簡素化・効率化の促進 
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②教頭業務の支援（「３分類」６・７・８関係）　※小・中・義務教育学校のみ 

　　　　□現状 

・教頭業務を支援する支援員（教頭マネジメント支援員）の試験的導入 

○今後の方針 

・管理職経験のある支援員の配置による専門的な支援 

　　　・支援員の複数配置と支援する学校の拡充 

 

③GIGAスクール構想の推進と校務のデジタル化（「３分類」８関係） 

□現状 

・校務支援システムの運用と改善 

・教職員用2in1PC の配置と活用支援 

・学校からの配付物のデジタル化と効果の検証 

・パブリッククラウドの効果と検証 

・2in1PCによる授業用PCと校務用PCを使い分けに係る負担の削減 

・保護者からの欠席連絡を、アプリ等で確認・閲覧できる体制づくり 

・保護者への配布物を、アプリ等を使用して配布する体制づくり 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・県域での次世代校務支援システム共同調達の検討 

　　　　　・アクセスポイントの増設等による、学校ネットワークの通信環境の改善 

　　　　　・クラウドサービス等の活用による、授業改革と校務効率化の推進 

　　　　　・市立高校においては県立高校と同じクラウドサービスの活用による、ノウハウの共有と蓄 

積を進め、業務の簡略化や省略化の推進 

 

④部活動の指導の負担軽減（「３分類」13関係）　※小・中・義務教育学校のみ 

□現状 

・松江市中学校部活動ガイドラインの徹底（休養日等） 

・学校規模や学校からのニーズを勘案した部活動指導員等の効果的な配置及び拡充 

・各地域の実状に応じた部活動の地域移行への準備（地域移行への計画の策定や、教職員が 

　参画する場合のルール・制度等の検討） 

　　　　○今後の方針 

　　　　・松江市中学校部活動ガイドラインの見直し 

　　　　・部活動指導員及び部活動地域指導者の効果的な配置と更なる拡充 

　　　　・休日における学校部活動の地域展開・地域連携の推進（中学校部活動における地域展開・

地域連携に係る方針の策定） 
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（３）その他の取組　～主に【教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務】等～ 

①人材配置の継続及び拡充（「３分類」14・15・16関係） 

□現状 

・学校支援スタッフ（スクール・サポート・スタッフ）等の効果的な配置 

　　　　　 ・印刷やテスト結果の入力業務等の時間が削減され、児童生徒の対応等にあたる時間を確保 

　　　　○今後の方針 

　　　　　・全校配置したスクール・サポート・スタッフの勤務時間増加に向けた検討 

②支援が必要な児童生徒・家庭へのICTによる支援（「３分類」19関係） 

□現状 

・「ボタンねっと（オンライン学習支援事業）」による支援拡充 

・学校からICTを活用した対話や学習の場の提供 

○今後の方針 

　　　　・利用している児童生徒や保護者のアンケート等を活用した、支援内容等の改善 

 

③教職員研修の見直し 

□現状 

・ICTを活用したオンラインやオンデマンドの積極的な導入 

　　　　　・研修等をオンラインで実施し移動時間にかかる負担を削減 

○今後の方針 

　　　　・学習と校務で統一的に利用しているクラウドサービス（GoogleWorkspace）を活用するこ

とで、研修実施における事前の資料共有や事務連絡、オンライン開催を効率的に実施 

　　　　・研修対象者の見直し 

 

④学校の取組に対する伴走・助言 

＜例＞　・通知表や定期テストの回数の見直し　　　　・定時退庁日の設定 

　　　　　　　　・適正な年間授業時数の設定　　　　　　　　・時差出勤制度等の導入 

　　　　　　　　・デジタル採点システムの導入　　　　　　　・働きやすい環境づくり 

　　　　　　　　・チーム担任制の導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 
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２　健康確保措置について 

　　　教職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守するとともに、以下の内

容について、取り組みを進める。 

 

①全教職員を対象とした労働安全衛生法に定めるストレスチェックの実施 

□現状 

　　 ・労働安全衛生法に定めるストレスチェックを年間に２回（前期・後期）実施 

○今後の方針 

・1か月時間外在校等時間が80時間を超えた教職員に医師による面接指導を実施する体制

の整備 

・ストレスチェック実施後の結果等を活用した職場改善の推進 

・心身の健康問題についての相談窓口を設置 

 

②学校閉庁日の設定 

　　　　□現状 

・夏季休業8月 11日～8月17日を、学校閉庁日（日直を置かない日）として設定 

　　　 　○今後の方針 

・学校閉庁期間の拡充に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Ⅳ　資料編　 

●令和８年２月実施　教職員アンケートの結果 

　　（１）回答率 

 

　　（２）働き方改革を意識した勤務をしていますか？ 

 

　　（３）働き方改革に関して、市教育委員会に期待する取組があれば１つあげてください。 

※３分類ごとに回答数の多かった上位の項目 

　　　　＜学校以外が担うべき業務＞　について 

　　　　　　３　学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）　　　　　　　　　　13名 

　　　　　　５　保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の事案への対応　　10名 

　　　　 

＜教師以外が積極的に参画すべき業務＞　について 

　　　　　　６　調査・統計等への回答　　　　　　　　　　93名 

　　　　　　13　部活動　　　　　　　　　　　　　　　　　65名 

　　　　 

＜教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務＞　について 

　　　　　　15　授業準備　　　　　　　　　　　　　　　　 ７名 

　　　　　　19　支援が必要な児童生徒・家庭への対応　　　 ４名 

　　　　 

＜その他＞について 

　　　　　　・人員増　　　　　　　　114名　　　　　・勤務時間の柔軟化　　17名 

　　　　　　・ICT関係　　　　　　　  46 名　　　　　・情報発信　　　　　　15名 

　　　　　　・業務のスクラップ　　　 26名 

　 

 

 

 回答数 対象者 回答率

 小学校 399 645 61.9%

 中・義務教育学校 331 464 71.3%

 高等学校 22 33 66.7%

 合計 752 1142 65.8%

 そうだ まあそうだ やや違う 違う

 小学校 29.8% 54.9% 11.3% 4.0%

 中・義務教育学校 19.9% 56.2% 16.0% 7.9%

 高等学校 18.2% 54.5% 13.6% 13.6%

 
全体 25.1% 55.5% 13.4% 6.0%



13 

●共同メッセージ　　「島根県内教育長（働き方改革）共同メッセージ　ご協力いただきたいこと」から抜粋しました。 

「子どもたちにより良い教育環境をつくるため、教職員の働き方改革にご協力ください」 

子どもたちの成長には教職員が一人ひとりの子どもたちと丁寧に関わり、教育の質を向　

上させて行くことが大切です。働き方改革に取り組むことは子どもたちの成長、教育の

質の向上に向けた重要な取組であり、教職員の働き方改革の推進にご理解とご協力、ご

支援をいただきますようお願いいたします。 
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第２期松江市教職員の働き方改革プラン 

 

松江市教育委員会教育総務課（教職員係） 

お問い合わせ　電話（０８５２）５５－５４１２ 

 


